
居宅介護支援  重要事項説明書 

〔令和 6 年 4 月 1 日現在〕  

 

１ 当事業所がサービス担当者として任命した職員 

 

（１）氏  名                （介護支援専門員） 

 

２ 夜久野介護センターの概要 

 

（１） 指定番号及びサービス提供地域等 

事 業 所 名 指定居宅介護支援事業所 夜久野介護センター 

所 在 地 京都府福知山市夜久野町平野１０３０番地 

サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 管理者 西澤 美和 

介 護 保 険 指 定 番 号 福知山市 第２６７１９０００５４号 

サ ー ビ ス 提 供 地 域 
福知山市・兵庫県朝来市 

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください 

電 話 番 号 等 電話 (0773)38-1035   FAX (0773)38-1135 

 

 

（２）職員の体制 

 正 規 職 員 非 正 規 職 員 計 

管 理 者 １名  １名 

主任 介護支援専門員 １名  １名 

介 護 支 援 専 門 員 ２名  ２名 

事 務 職 員 １名  １名 

※管理者は主任介護支援専門員と兼務しています。 

※事務職員は他の事業所と兼務しています。 

 

 

（３）営業時間 

  ・午前８時３０分～午後５時３０分（年中無休） 

  ・２４時間いつでも連絡できる体制を確保し、必要に応じて相談に対応します。 

連絡先  0773-38-1035 

 



３ 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

 

 

居宅サースの利用を希望される場合 

○居宅サービス計画作成の申込み 

 （※申込は電話でも可能です。） 

 

○利用計画（ケアプラン）に沿って 

 居宅サービス事業者のサービスを利用します 

 

 

 

 

 

 

○介護支援専門員（ケアマネジャー）が家庭

訪問し、ご本人の希望等をお聞きします。 

 

○利用者にあった総合的な介護サービスの

利用計画（ケアプラン）を作成します 

 

 

４ 利用料金 

 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はあ

りません。 

ただし、介護保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、

介護保険制度で決められた金額を請求させていただきます。 

利用料を支払われた場合は、当事業所からサービス提供証明書を発行しますので、住

所地の市町村の介護保険担当窓口で払い戻しの手続きをしてください。 

 

（２）交通費 

    サービス提供地域以外にお住いの方については、介護支援専門員がご自宅まで訪問す

るための交通費として、訪問１回当り５００円を請求します。 

 

（３）契約の解約料 

    居宅サービス計画の作成段階の途中で、利用者のご都合により居宅支援契約を解約さ

れた場合は、解約料として４，８００円を請求します。 

    ただし、居宅サービス契約を作成し市町村（保険者）に提出した後で解約された場合

は、解約料は不要です。 

 

（４）コピー費用 

    サービス実施記録等の複写物を請求された場合は、複写する費用（コピー代）として、

片面コピー１枚につき１０円（両面コピーの場合は１枚２０円）を請求します。 

 

 

夜久野介護センター 

（当事業所） 

利  用  者 

（要介護（１～５）の認定を受けた方 



（５）利用料の支払方法 

  ① 利用料が発生する場合は、毎月中旬に前月分の利用料を請求しますので、請求書が届

いた月の２５日までに支払いをしてください。 

  ② 支払方法については、「口座振込」・「現金払い」の３種類から選択できますので、

契約時点で申し出てください。 

 

   ・口座振替の依頼は、京都北都信用金庫・郵便局・京都丹の国農業協同組合で手続きが

できます。 

・口座振込の場合の振込先は下記のとおりです。 

 

    京都北都信用金庫額田支店 普通預金口座 

      口座番号 １００１６３４ 

                口座名義 社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

人
じん

 仙
せん

人
にん

福
ふく

祉
し

事
じ

業
ぎょう

会
かい

  理事長
りじちょう

 岡場
お か ば

芳紀
よしのり

 

 

５ 当居宅介護支援事業所の特徴と義務 

 

（１） 運営方針 

居宅介護支援サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利

用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の

居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行います。 

また、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの

密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

（２） 義務 

 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居

宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は

複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること、当該事業所をケアプランに位

置づけた理由を求めることができます。 

 

（３） その他 

① 担当する介護支援専門員の変更を希望される場合はお申し出ください。 

② 居宅サービス計画は、契約終了後も２年間保管しますので、その間であればいつでも

複写物の交付が受けられます。 

③ 利用者宅への訪問時において、利用者に容態の変化等があった場合は、主治医又は協

力医療機関へ連絡する等必要な措置を講ずるほか、ご家族に速やかに連絡いたします。 

④  訪問時に救急対応が必要となった場合は、ご家族に連絡した上で、医療機関へ救急搬 

送を行うこともありますが、その場合は、事業者が別に定める料金を請求します。 

 

 

 



⑤  当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の 

 利用状況は別紙のとおりです。 

 

  ※別紙 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

 

 訪問介護       ●％ 

 通所介護       ●％ 

 地域密着型通所介護  ●％ 

 福祉用具貸与     ●％ 

 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供されたものの割合 

訪問介護 ○○事業所 ●％ △△事業所 ●％ □□事業所 ●％ 

通所介護 △△事業所 ●％ □□事業所 ●％ ××事業所 ●％ 

地域密着型通所介護 □□事業所 ●％ ××事業所 ●％ ○○事業所 ●％ 

福祉用具貸与 ××事業所 ●％ ○○事業所 ●％ △△事業所 ●％ 

 

 

６ 秘密保持の対応 

（１） 事業者及び事業者の従事者は、サービス提供する上で知りえた利用者及びその家族に関

する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

（２） 事業者は、利用者及び家族から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等にお

いて、利用者及び家族の個人情報を用いません。 

（３） 事業者は、事業者の従事者が、在職中に知ることのできた利用者及びその家族に関する

秘密を、退職後も第三者に漏らすことがないよう必要な措置を取ります。 

 

７ 事故発生時の対応 

（１） 事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたって、万が一事故が発生した場合には、

速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２） 事業者は事故が発生した場合はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

（３） 当事業所において、サービス提供により発生した事故等により利用者の生命、身体、財

産等に損害が生じた場合は、速やかにその損害を賠償いたします。ただし、事業者の故

意又は過失によらない場合は、この限りではありません。 

 



８ サービス内容に関する相談・苦情窓口 

   当施設のサービスに関する相談・要望・苦情等はサービス提供責任者か下記のサービス相

談窓口までお申し出ください。なお、当該窓口に相談しにくい場合は、第三者委員もしくは

行政等苦情相談窓口にご相談ください。 

 

 

○相談・苦情窓口 

 電話番号  ０７７３－３８－１０３５  夜久野介護センター 管理者 

 受付時間  月曜日～日曜日    午後８時３０分～午後５時３０分まで 

 

○第三者委員 

倉垣 康子   電話番号 ０７７３－３８－０６３７ 

坂根 みつ代  電話番号 ０７７３－３８－０７８５ 

居合 和德   電話番号 ０７７３－３８－０２３４ 

 

○行政等苦情相談窓口 

福知山市高齢者福祉課介護保険係    電話番号 ０７７３－２４－７０１３ 

 ※相談は、年末年始・土日・祝日を除く 8：30～17：15の間に限る。 

兵庫県朝来市高年福祉課介護保険係   電話番号 ０７９－６７２－６１２４ 

※相談は、年末年始・土日・祝日を除く 8：30～17：15の間に限る。 

京都府国民健康保険団体連合会     電話番号 ０７５－３５４－９０９０ 

 ※相談は、年末年始・土日・祝日を除く 9：00～12：00、13：00～17：00の間に限る 

京都府福祉サービス運営適正化委員会  電話番号 ０７５－２５２－２１５２ 

 ※相談は、年末年始・土日・祝日を除く 9：00～17：00の間に限る。 

 

 

 

 

９ 当社会福祉法人仙人福祉事業会の概要及び法人が運営する事業所 

法 人 名 社会福祉法人 仙人福祉事業会 

代 表 者 理事長 岡場 芳紀 

所 在 地 京都府福知山市夜久野町平野１０３０番地 

電 話 番 号 ０７７３－３８－１０３１ 

運 営 事 業 所 

○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)            １ヵ所 

○短期入所生活介護事業所(ショートステイ)         １ヵ所 

○通所介護事業所(デイサービス)                    １ヵ所 

○認知症対応型通所介護事業所(デイサービス)        １ヵ所 

○居宅介護支援事業所(介護センター)                １ヵ所 

○軽費老人ホーム(ケアハウス)             １ヵ所 

 



 

１０ 緊急時の対応 

   体調の変化等、緊急の場合は、次の緊急連絡先に連絡します。 

 

 

緊

急 

連

絡

先 

ふ り が な  
続 柄 

 

氏     名  

住     所  

電話番号（自宅）  

電話番号（携帯）  

主

治

医 

病院または診療所名  

医  師  名  

住     所  

電 話 番 号  

 



居宅介護支援の利用にあたり、利用者に対して利用契約書及び本書面に基づいて重要な事項の

説明をしました。 

 

説明年月日：   令和  年  月  日 

 

事 業 者 

〈住   所〉 京都府福知山市夜久野町平野１０３０番地 

〈名   称〉 社会福祉法人仙人福祉事業会 

〈代表者氏名〉 理事長 岡場芳紀 

 

〈説 明 者〉 職 名   介護支援専門員  

 

      氏 名               印 

 

 

 

 私は、利用契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要な事項の説明

を受けました。 

 

利 用 者 

〈住 所〉                                

 

〈氏 名〉             印 

 

 

署名代行者  

 

私は、本人に代わり上記署名を行いました。 

 

〈住 所〉                                

 

〈氏 名〉             印  （利用者との関係）       

 

 

 

家族代表者 

 

〈住 所〉                                

 

〈氏 名〉             印  （利用者との関係）       


